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青梅市の商・工業を取り巻く環境と課題

青梅市の商・工業を取り巻く環境

● 人口減少・少子高齢化社会の到来

● 製造業のグローバル展開（海外への生産拠点の流出や生産拠点の再配置化が進行）

● 首都圏中央連絡自動車道の開通等による広域的交通体系の充実

● 情報通信技術（ICT）の発展・IoT（インターネット・オブ・ティングス）の進展

● インターネットショッピング等の電子商取引の市場規模拡大

● インバウンド（訪日外国人旅行者）の増加

計画の策定にあたって

１．背景と目的

「青梅市商・工業振興プラン」は、青梅市の商・工業の将来像とその実現に向けた基本方針を位置付けるととも

に、その方針に基づいた施策を明らかにすることによって、計画的に商・工業の振興を図っていくことを目的と

します。

　

２．計画期間

平成29（2017）年度から平成38（2026）年度までの10年間です。

３．計画の位置づけ

この計画は、「第6次青梅市総合長期計画」および「青梅市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における産業振興

に関わる個別計画として位置付けるものです。

４．「青梅市商・工業振興プラン実施計画」の策定

社会・経済環境の変化に対応した柔軟な施策を展開するため、青梅市商・工業振興プランの実施計画を別途策

定し、概ね3年ごとに、実施計画の改定を行います。

■■■■■■　青梅の商業が抱える主な課題　■■■■■■

課題１　来街者を呼び込むための魅力向上

青梅駅周辺地域の昭和レトロのまち、御岳山、御岳渓谷、吉野梅郷等の観光資源を活用した観光商業のさらなる推

進が必要となっています。加えて、その魅力を高めるとともにその相乗効果を生み出すために、点在している観光拠

点の回遊性の向上、歩きやすく歩いて楽しい歩行空間の整備、情報発信の充実が課題となっています。
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課題２　点在する商店をはじめとした個店の魅力向上

インターネット販売の拡大や市内外の大型商業施設の立地等により商業事業者にとって競争環境が厳しくなってい

ます。そのような中、事業者、商店街、消費者の３者とも「個店の魅力づくり」が最も必要と考えており、個々の事業

者や商店街が、地域に住む消費者や来街者のニーズを把握し、商品・サービスの向上を図るための積極的な活動を進

めていくことが求められています。

課題３　事業承継・商店街活動の担い手づくり

商店主の高齢化が進んでおり、事業や店舗の承継、商店街活動の担い手づくりが課題となっています。事業をその

まま継承するだけでなく、新たな事業者の育成や新規事業者への店舗承継等を含めた対策が必要となっています。また、

商店街活動においてはNPOや地域団体との連携の推進を進めていくことが必要です。

課題４　市民の買い物環境の向上

商店数が少なく、市街地から距離がある北部・西部を中心とした買い物環境の向上が課題となっています。今後、

さらに高齢化が進み、買い物を困難と感じる市民が増えることが予測され、対策が必要となっています。

■■■■■■　青梅の工業が抱える主な課題　■■■■■■

課題１　産業集積の維持・発展

近年、市内に立地する製造事業所の閉鎖・移転が進み、事業所数、従業者数、製造品等出荷額等ともに減少傾向に

あります。産業集積を維持・発展させるために、新たな企業誘致の推進と、将来の青梅産業を担う新たな産業の創出

とその受け皿となる拠点整備が必要となっています。

課題２　ものづくり操業環境の維持・向上

市内事業者の多くが高度経済成長期に立地しており、設備等の老朽化が進んでいる企業も増えてきています。また、

市内にはまとまった工業用地がなく、市内立地企業が事業拡張時に用地を取得することが困難になっています。市内

での操業を希望する事業所が、やむを得ず市外に流出していくことを回避するための対策が必要となっています。

課題３　新たな取引先や販売先の開拓

国内需要の低迷、大手製造業の海外設備投資が進む中、新たな取引先や販売先の開拓が大きな課題となっています。

高い技術・技能を生かした新分野への参入や新事業の創出、圏央道の近接性等の立地環境を生かした販路拡大の取組

みを支援していく必要があります。

課題４　人材の確保・育成

全国的に、人材の確保が困難になっている中、本市では、大学等の高度教育機関が市内にないことなどから、新卒

者や技術者・専門人材の確保が難しくなっています。

また、技術者の高齢化が進んでおり、技術・技能承継が円滑に行なわれず、事業継続が困難になっています。その

ような中、企業OBや女性人材の活用の促進を図っていくことが期待されます。
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青梅市の商・工業の将来像

１．青梅市の商・工業の将来像

みどりと産業が調和するまち　おうめ

暮らしの姿

成熟社会を迎え、人々の価値観が物質的な豊かさから心の豊かさへと転換が見られる中、心豊かに過ごせる生

活環境の形成が重要になっています。その中、青梅は豊かな自然・風土、歴史・文化に恵まれ、心が豊かで健や

かに生活を楽しめる環境が整っています。

産業面からは、身近に職場がある職住近接の環境づくりを進め、移動に時間をとられず、創造的仕事や生活を

楽しむための時間を生み出すとともに、仕事と子育てや介護との両立がしやすい環境づくりを図ります。

また、普段の買い物やサービスが利用できる商店等、生活に必要な機能が近くにある環境の維持や魅力的な店

舗の増加を図り、生活の利便性と楽しい買い物環境を形成します。

このように、人々が地域で働き、生活することにより、地域経済の活性化が図られ、自律的で持続的な社会の

実現を目指します。

商・工業の姿

青梅の商業は、市民の生活を支えるとともに、西多摩の商業拠点であることから市外からの買い物客や青梅の

自然やまち歩き、観光等を目的に訪れる来街者が買い物や魅力ある商店を楽しめる商業のまちを目指します。

また、青梅は高い技術力を持った工業集積、交通の利便性の高さ等の多様な産業資源を有しており、これらの

資源を活用し、「健康・医療・介護」等の生活の質を高める成長産業への参入や新ビジネスの創出を図ることによ

り、地域経済を活性化させるともに、市民の生活の質を高めていきます。

さらに、世界をリードする自律型産業都市青梅として、企業や事業者が新たに生み出した財やサービスを国内

だけでなく世界に向けて広く情報発信し、新たな顧客や市場を開拓するとともに、市場情報を収集し新たな価値

創造につなげていきます。

２．商業振興の方向性

青梅の歴史・文化が紡ぎ出すふれあいと賑わいにあふれる商業の実現

３．工業振興の方向性

高い技術力と恵まれた立地環境を活かした青梅ビジネス革命の実現

顧客との対話を大切にする

青梅の商業

市内製造業の

技術力・立地環境

観光・農業等の他分野との連携、

情報通信技術（ICT）の活用

新たな技術（IoT、ロボット、

人工知能（AI）等）

● 新たな財・サービスの創出
● 業務の効率化促進
● にぎわいの創出
● 市民生活の質の向上

● 生産工程・物流モデルの革新
● 新たな財・サービスの創出
● 成長産業分野への参入
● 工業集積の維持・発展

× ⇨

× ⇨
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施策方針・施策

施策体系

施策方針 1

全体方針

（重点方針）

（重点方針）

商品・個店・商店街の魅力づくり

施策１　魅力ある個店づくりの推進
商
業
振
興
施
策

工
業
振
興
施
策

商
工
業
共
通
振
興
施
策

施策２　販路拡大支援

施策３　魅力ある商店街づくりの推進

施策４　情報通信技術（ICT）を活用した情報発信・経営の効率化支援

施策１　起業・創業支援

施策２　新規出店による店舗継承支援

施策３　コミュニティビジネス支援

施策１　多様なにぎわいづくりの推進

施策４　情報通信技術（ICT）を活用した情報発信の推進

施策１　買い物環境の向上

施策１　新技術による産業構造の変革を見据えた事業革新の推進

施策２　地域資源を活かした独自産業の創出

施策３　市内主要製造業の事業環境の向上

施策１　新たな産業用地の整備促進

施策２　産業用地整備方針の作成

施策３　大学・研究機関、他都市との交流・連携の促進

施策１　意欲ある人材と市内企業をつなぐ仕組みづくり

施策２　人材の育成支援

施策１　経営基盤の強化支援

施策２　インキュベーションを核とした創業支援

施策３　働く環境の向上

施策１　情報発信の充実

施策２　青梅ブランドの構築

施策３　農商工連携の促進

施策２　回遊性を持った観光魅力の創出

施策３　訪日外国人観光客おもてなしの充実

施策方針２ 起業・新規出店の創出

施策方針 1 国の成長戦略に立脚した市内製造業の事業革新

施策方針２ 雇用を生み出す産業・企業の立地促進

施策方針３ 地域魅力を活かした観光商業の推進（西部・中央部地域）

施策方針 1 多様な人材の活用・育成

施策方針２ 中小企業の経営基盤の強化

施策方針３ 情報発信・青梅ブランドづくりの促進

施策方針４ 市民の買い物環境の向上（北部・西部地域）

施策方針５ 個店・商店街の魅力づくり（東部地域）※施設方針 1と同じ

地域別方針
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商業の施策方針・施策

■■■■■■　全体方針　■■■■■■

（重点方針）

施策方針１　 商品・個店・商店街の魅力づくり

市内の意欲ある個店や商店街を対象に、それぞれの創意工夫による魅力づくりの取組みを推進します。個店の魅力

づくりを推進することで、元気な個店が生まれ、またそのような個店の取組みが同じ商店街や地域の個店へと次々に

伝わり、元気な個店が増えていくことで商店街や地域の活性化を図っていきます。

施策１　魅力ある個店づくりの推進

施策２　販路拡大支援

施策３　魅力ある商店街づくりの推進

施策４　情報通信技術（ICT）を活用した情報発信・経営の効率化支援

施策方針２　 起業・新規出店の創出

意欲ある起業家を市内外から呼び込み、空き店舗や未利用事業所、未利用地等の資源も活用しながら、起業・出店を支

援していきます。特に、廃業予定の店舗を新規出店に利用する店舗継承により、新たな事業承継の形を構築していきます。

施策１　起業・創業支援

施策２　新規出店による店舗継承支援

施策３　コミュニティビジネス支援

■■■■■■　地域別方針　■■■■■■

施策方針３　 地域魅力を活かした観光商業の推進（西部・中央部地域）

青梅の歴史文化が体感できる名所旧跡や文化行事等、魅力ある観光資源が豊富な西部・中央部地域では、市民の生

活を支える商業活動を図っていくとともに、これらの地域魅力を活用した商業振興を図っていきます。市内他地区や

奥多摩地域の玄関口となる観光拠点でのイベントとの連携や、歩いて楽しい商店街づくり、観光客向けの商品づくり

を推進し、来街者の増加を図ります。

施策１　多様なにぎわいづくりの推進

施策２　回遊性を持った観光魅力の創出

施策３　訪日外国人観光客おもてなしの充実

施策４　情報通信技術（ICT）を活用した情報発信の推進

施策方針４　 市民の買い物環境の向上（北部・西部地域）

商店数が少ない上、店舗が点在している北部・西部では、商業者との連携や他分野の施策との連携を図りながら買

い物環境の向上に向けた仕組みを検討・構築していきます。

施策１　買い物環境の向上
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北部・西部地域
買い物環境の向上

西部・中央部地域
地域魅力を活かした
観光商業の推進

東部地域
魅力ある個店づくり
（全体方針と共通）

施策方針５　 個店・商店街の魅力づくり（東部地域）

東部地域は、個店・商店街の連携等、地域コミュニティの醸成を推進することで、市民のニーズやライフスタイル

に呼応し、顧客との対話や商品サービスに合わせて付加価値を提供するなど、「楽しい買い物」体験を提供できる魅力

づくりの取組みを支援していきます。

（施策は全体方針の施策方針1「商品・個店・商店街の魅力づくり」と同じ）

工業の施策方針・施策

（重点方針）

施策方針１　 国の成長戦略に立脚した市内製造業の事業革新

国が推進する「第4次産業革命」の基盤技術であるIoTやビックデータ等の基盤技術を活用した、次代の青梅ものづく

り産業を担う新たな価値創造や業務改善等の事業革新に向けた企業活動を支援します。

施策１　新技術による産業構造の変革を見据えた事業革新の推進

施策２　地域資源を活かした独自産業の創出　　

施策３　市内主要製造業の事業環境の向上

施策方針２　 雇用を生み出す産業・企業の立地促進

圏央道青梅インターチェンジ周辺地域および黒沢地区の砕石場跡地の調整区域において、市街化区域に編入すると

ともに新たな産業集積の構築に向けた産業用地として整備し、企業の誘致を積極的に図っていきます。

施策１　新たな産業用地の整備促進

施策２　産業用地整備方針の作成

施策３　大学・研究機関、他都市との交流・連携の促進
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計画の推進体制等

市内事業者・商店街、市民、関連団体・

組織（青梅商工会議所や株式会社まちつ

くり青梅等）、地域金融機関、市がそれ

ぞれの役割を担うとともに、それぞれ

の強みを活かした連携を図り、本計画

を推進していきます。

青梅市商・工業振興プラン（概要版）  〔発行者〕 青梅市  〔発行日〕 平成29（2017）年3月  〔企画編集〕 まちづくり経済部　商工観光課

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒198-8701　東京都青梅市東青梅１丁目11番地の1　TEL: 0428-22-1111(内線2341)

商・工業共通の施策方針・施策

施策方針１　 多様な人材の活用・育成

市内外の人材を登用できる機会を増やし、企業が円滑に人材を確保できるとともに、就労を希望する市民に対して

就職機会の充実を図っていきます。学生や若者の本市企業への就業・居住への促進、経験・技術・技能を有する高齢

者や女性等の潜在的な労働力の活用促進等を図っていきます。

施策１　意欲ある人材と市内企業をつなぐ仕組みづくり

施策２　人材の育成支援　　

施策３　働く環境の向上

施策方針２　 中小企業の経営基盤の強化

厳しい経済情勢に対応し、中小企業が事業の一層の発展に向けて円滑な事業を推進していくための環境づくりとし

て、経営基盤の強化支援策を推進していきます。

施策１　経営基盤の強化支援

施策２　インキュベーションを核とした創業支援

施策方針３　 情報発信・青梅ブランドづくりの促進

本市で作られている製品・商品・サービスや、地域の魅力について、国内外に向けて積極的な情報発信を進めます。

また、青梅の歴史・風土・文化を礎とする製品・商品・サービスの付加価値を高め、市民や来街者に愛着と満足度を

もたらす青梅ブランドの構築を図っていきます。

施策１　情報発信の充実

施策２　青梅ブランドの構築　　

施策３　農商工連携の促進

市内事業者・商店街

青梅市
地域金融機関

市外大学・研究機関

連　
携

近隣自治体等

市　民

関連団体・組織

（青梅商工会議所、

株式会社まちつくり青梅、

一般社団法人青梅市観光協会等）

広域連携組織

一般社団法人

首都圏産業活性化協会等
国

東京都

地方独立行政法人

東京都立産業技術

研究センター


